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指定訪問看護重要事項説明書（医療保険） 
 

 
      
 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 合同会社 あっぷっぷ 

代表者役職・氏名 代表社員 長 恵満子 

本社所在地 埼玉県入間市東藤沢１－６－１４ 

法人設立年月日 令和３年５月２５日 

 

 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 
（１）事業所の名称等 

名 称  プラなーす訪問看護ステーション 

管 理 者  本橋 加奈子 

所 在 地 埼玉県入間市東藤沢８－１０－１８－Ｂ２０１ 

電 話 番 号 ０４－２９３７－３９０１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４－２９３７－３７０２ 

医 療 保 険  

事 業 所 コ ー ド  
２８９０２７５ 

通常の事業の実施地域 入間市、所沢市、狭山市、飯能市、瑞穂町 
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  （２）事業の目的及び運営の方針   

事業の目的 健康保険法その他関係法令及び本契約に従い、利用者様に対

して看護のサービスを提供し、居宅において利用者様が有する

能力に応じた、可能な限り自立した生活を確保することができ

るように支援することを目的とします。 

運営の方針 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し

て、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

２ 事業の実施に当たっては、人員の確保や教育指導に努め、地

域の関係市町村、保健医療、教育、福祉との連携のもと総合的

なサービスの提供に努めます。 

 

 

 

（３）事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から金曜日まで 

（国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。） 

営業時間 午前９時００分から午後１７時００分まで 

 

 

 

（４）サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 
月曜日から金曜日まで 

（国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。） 

サービス提供時間 
午前９時００分から午後１６時３０分まで 
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（５）事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 

1. 主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護が行わ

れるよう必要な管理を行います。 

2. 看護計画書及び看護報告書の作成に関し、必要な

指導及び管理を行います。 

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要 

な指揮命令を行います。 

常 勤 １人 

看護職員のうち 

主として計画作成

等に従事する者 

1. 訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文

書による指示を受けるとともに、主治の医師に対

して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出

し、密接な連携を図ります。 

2. 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を

行うとともに、利用者等への説明を行い、同意を

得ます。 

3. 利用者等へ訪問看護計画を交付します。 

4. 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護

報告書を作成します。 

5. 訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変

更を行います。 

6. 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項に

ついて、理解しやすいように指導又は説明を行い

ます。 

7. 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれて

いる環境の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、適切な指導を行います。 

8 サービス担当者会議への出席等により、他事業

者等と連携を図ります。 

常 勤 ２ 人 

非常勤 1 人 

看護職員 

（看護師・ 

准看護師） 

1. 看護計画に基づき、訪問看護のサービスを提供し

ます。 

2 訪問日、提供した看護内容等を記載した看護報

告書を作成します。 

常 勤 3 人 

非常勤 2 人 
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３ サービス内容 
（１） 提供するサービスの内容について 

 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 
主治の医師の指示に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセ

スメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定め

た訪問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

（１）病状、心身の状況の観察 

（２）清拭・洗髪・入浴等による清潔の保持 

（３）食事及び排せつ等日常生活の世話 

（４）じょく瘡の予防・処置 

（５）リハビリテーション 

（６）ターミナルケア 

（７）難病看護 

（８）難病患者の看護 

（９）発達障害等精神科領域に関わる訪問看護業務、障がい者(小

児、児童を含む)支援 

（１０）療養生活や介護方法の指導 

（１１）カテーテル等の管理 

（１２）その他医師の指示による医療処置 

 

 

 （２）看護職員の禁止行為 

 
看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 
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４ 利用料について 

 

基本利用料金       

  料金 
利用者負担額 

1割 2割 3割 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（1 日につき） 

週 3回まで 

看護師 

保健師 
5,550円 555円 1,110円 1,665円 

准看護師 5,050円 505円 1,010円 1,515円 

週 4回前以降 

看護師 

保健師 
6,550円 655円 1,310円 1,965円 

准看護師 6,050円 605円 1,210円 1,815円 

訪問看護基本療養費Ⅱ 

（1 日につき） 

（同一建物居住者） 

週 3回まで 

看護師 

保健師 
5,550円 555円 1,110円 1,665円 

准看護師 5,050円 505円 1,010円 1,515円 

週 4回前以降 

看護師 

保健師 
6,550円 655円 1,310円 1,965円 

准看護師 6,050円 605円 1,210円 1,815円 

訪問看護基本療養費Ⅲ 

（在宅療養に備えた外

泊時） 

入院中に 1 回（厚生労働大臣が定

める疾病等は入院中に 2 回） 8,500円 850円 1700円 2,550円 
 

訪問看護管理療養費 

管理療養費（1月につき） 7,670円 767円 1,534円 2,301円  

管理療養費 月の 2日目以

降：1日につき 
3,000円 300円 600円 900円  

      
  

   

精神科基本利用料金       

    
利用料 

10割 1割負担 2割負担 3割負担 

看護師、 

作業療法士 

等による訪問 

週 3日まで／1回 30分以上 5,550円 555円 1,110円 1,665円 

週 3日まで／1回 30分未満 4,250円 425円 850円 1,275円 

週 4日以上／1回 30分以上 6,550円 655円 1,310円 1,965円 

週 4日以上／1回 30分未満 5,100円 510円 1,020円 1,530円 

准看護師 

による訪問 

週 3日まで／1回 30分以上 5,050円 505円 1,010円 1,515円 

週 3日まで／1回 30分未満 3,870円 387円 774円 1,161円 

週 4日以上／1回 30分以上 6,050円 605円 1,210円 1,815円 

週 4日以上／1回 30分未満 4,720円 472円 944円 1,416円 

訪問看護 

管理療養費 

月の初回日 7,670円 767円 1,534円 2,301円 

2回目以降 3,000円 300円 600円 900円 
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５ その他の費用について  
 
（１）加算及び実費 

    加算額及び実費については別表を参照してください。 

 

（２）交通費 

   プラなーす訪問看護ステーションの所在地より１０ｋｍ以内にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、訪問看護員が訪問するための交通費の実費をご負担して

いただきます。 

 なお、自動車を使用した場合は、プラなーす訪問看護ステーションの所在地より１０ｋｍ

を越えた地点から、１キロメートル当たり５０円を請求します。 

 

（３）キャンセル料  

   サービスの利用を中止した場合には、次のとおりキャンセル料をいただきます。 

   ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しませ

ん。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。 

 

  御利用の２４時間前までに御連絡いただいた場合  無料 

  御利用の１２時間前までに御連絡いただいた場合  当該基本料金の 10％の額 

  御利用の１２時間前までに御連絡がなかった場合  当該基本料金の 100％の額 

 

 

（4）その他 

  ア 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負
担となります。 

  イ 通院、外出介助での訪問看護員の公共交通機関等の交通費は、実費相当を請求します。 

（注）上記の基本料金は、厚生労働大臣が告示で定める料金であり、これらが改定された場合は、自動的

に改定されます。 

 

６ 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

 
（１）請求方法  

  ア 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。 

  イ 請求書は、利用月の翌月 15日前後に利用者あてにお届けします。 

（２）支払い方法等 

  ア 請求月の翌月 15日までに、下記のいずれかの方法でお支払いください。 

   ・現金払い 

   ・利用者が指定する口座からの自動振替 

  イ お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください（医療費控除の還付

請求の際に必要となることがあります。）。 

  ウ お支払いの確認が取れない場合は、翌月分口座振替とともに引き落とします。 
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7 秘密の保持  

 
（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業

員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用い

ません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取

扱いに努めます。 

 

8 緊急時の対応方法 

 
  サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治
の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご家族へ連絡をいたします。 

 

主治の医師 

医療機関の名称  

氏 名  

所 在 地  

電 話 番 号 
 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏 名  

電 話 番 号 
 

 

9 事故発生時の対応 

 
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡

するとともに、必要な措置を講じます。 

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。 

  なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名： 東京海上日動火災保険株式会社 

連  絡  先： 03-5781-6597 

保 険 名： 訪問看護事業者賠償責任保険 

 

10 虐待の防止について 
 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じま

す。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 
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虐待防止に関する責任者 本橋 加奈子 

 

 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

④ 介護相談員を受入れます。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１1 身分証携行義務 
 

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求め

られた時は、いつでも身分証を提示します。 

１2 サービス提供に関する相談、苦情 
 

（１）苦情処理の体制及び手順 

   ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

   イ 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について 

    利用者のご事情により、担当する訪問看護員の変更を希望される場合は、右の相談担当者までご

相談ください。 
 
※ 担当する看護職員は、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員

体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 

ウ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。 
   

（２）苦情相談窓口 

担  当 

電話番号 

受付時間 

受付日 

管理者 本橋 加奈子 

04-2937-3901  

午前９時 00分から午後１８時００分まで 

月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日から１月３日までを除く。） 

 
埼玉県、保健所及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

埼玉県医療安全支援センター 

０４８－８３０－３５４１  

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）  

9時００分～１６時００分（１２時～１３時を除く） 

狭山保健所 04-2954-6212 

埼玉県国民健康保険団体連合会 

介護福祉課 苦情対応係 

０４８－８２４－２５６８ 

（苦情相談専用） 
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訪問看護サービス契約書（医療保険） 
        

                          
              （以下、「利用者」といいます）と合同会社あっぷっぷ（以下、「事業者」といいます）

は、事業者が利用者に対して行う指定訪問看護について、次のとおり契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

 事業者は、健康保険法令及びこの契約書に従い、利用者に対し療養上の世話又は診療の補助

をその内容とした訪問看護サー ビスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する

料金を支払います。 

 

第２条（契約期間） 

１  この契約の期間は、契約締結の日から、利用者の終了意思が表示されるまでの期間としま

す。ただし、第 8 条に定める契約の 終了行為があった場合は、その定める日までとします。  

２  上記の契約満了日の 2 日前までに利用者から更新拒絶の意思表示がない場合は、契約は

自動更新されるものとします。 

 

第３条（訪問看護計画） 

１  事業者は利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえ、主治医の訪問看護指示書に基づ

き「訪問看護計画書」を作成し ます。そして、「訪問看護計画書」に従って計画的にサービスを

提供します。  

２  事業所は訪問看護計画書の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対

し説明し、利用者の同意を得る こととします。  

３  事業者は利用者がサービス内容や提供等の変更を希望する場合、主治医に相談の上「訪問

看護計画書」の変更等の対応 を行います。 

 

第４条（サービス提供の記録等）  

事業者は、「訪問看護記録シート」等の記録を作成した後 5 年間はこれを適正に保存します。

又、法的に必要な時は利用者の求めに応じてその写しを交付致します。（医療および特定療養に

係る療養に関する諸記録などは３年間、診療録は５年間保管とする） 

 

第 5 条（利用者負担金及びその滞納）  

１  サービスに対する利用者負担金は、別紙「重要事項説明書」に記載する通りとします。尚、利

用者負担金は関係法令に基づいて決められているものであるため、契約期間中にこれが変更

になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適応されます。  

２  利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を３ヶ月分以上滞納した場合は、

事業者は 1か月以上の期間を定めて、期間満了までに利用者負担金を支払わない場合には

契約を解除する旨の催告をすることができます。  

３  事業者は、前項に定める期間が満了した場合には、この契約を文章により解除することがで

きます。 
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第６条（サービスの中止） 

１ 利用者は、事業者に対して、サービス提供の２４時間前までに通知をすることにより、料金を負

担することなくサービス利用を中止することができます。 

２ 利用者がサービス提供の２４時間前までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合

は、事業者は、利用者に対して【重要事項説明書】に定める計算方法により、料金を請求するこ

とができます。この場合の料金は第５条に定める他の料金の支払いと合わせて請求します。 

 

第７条（料金の変更） 

１ 事業者は、利用者に対して、１ヶ月前までに文書で通知することにより利用単位ごとの料金の変

更（増額又は減額）を申し入れることができます。 

２ 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに

取り交わします。 

３ 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契

約を解約することができます。 

 

第８条（契約の終了） 

１ 利用者は事業者に対して、1か月の予告期間を置いて文書で通知をすることにより、この契約

を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合

は、予告期間が 1か月以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

２ 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、１ヶ月前の予告期間を置いて理由

を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 

３ 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約する

ことができます。 

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合  

④ 事業者が破産した場合 

４ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約する

ことができます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払が３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも

かかわらず 10日以内に支払われない場合 

② 利用者又はその家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの

背信行為を行った場合 

５ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

① 主治医より訪問看護が必要ないと判断された場合 

② 利用者が医療施設に 3か月以上入院する予定となった、あるいは現に 3か月以上入

院した場合 

③ 利用者が死亡した場合 
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第９条（秘密保持） 

１ 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族に関する秘密を

正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、

利用者の個人情報を用いません。 

３ 事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に

おいて、当該家族の個人情報を用いません。 

 

第１０条（賠償責任） 

 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・

財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰

すべき事由によらない場合にはこの限りではありません。 

 

第１１条（緊急時の対応） 

 事業者は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合は、速やかに主治の医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 

第１２条（身分証携行義務） 

 サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

第１３条（連携） 

１ 事業者は、指定訪問看護の提供に当たり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

２ 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。 

３ 事業者は、この契約の内容が変更された場合又は本契約が終了した場合は、その内容を記し

た書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。 

    なお、第８条第２項又は４項に基づいて解約通知をする際は、事前に介護支援専門員に連絡し

ます。 

 

第１４条（苦情対応） 

１  利用者は提供されたサービスに対して苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保

険団体連合会に対して、いつ でも苦情を申し立てることができます。  

２  事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにすると共に、苦情の申し立て又

は相談があった場合には、迅 速かつ誠実に対応します。  

３  事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取り扱いをす

ることはありません 

 

第１５条（本契約に定めのない事項） 

１ 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ この契約に定めのない事項については、健康保険法その他諸法令の定めるところを遵守し、

双方が誠意を持って協議の上定めます。 
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第１６条（裁判管轄） 

 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄

する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。 

 

 指定訪問看護重要事項説明書及び訪問看護サービス契約書の契約を証するため、本書２通を

作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通ずつ保有するものとします。 
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個人情報使用同意書 

 
私（利用者）、及びその家族の個人情報については、以下に記載するとおり必要最小限

の範囲内で使用することに同意します。 

 

記  

 

 

１．使用する目的  

 

在宅療養をサポートする病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業

所その他の関係者と連携を図るため、医療従事者や介護従事者その他の関係者が共

有すべき介護情報を含む個人情報の提供  

 

２．使用する事業者の範囲  

 

利用者が提供を受けるすべてのサービス事業者  

 

３．使用する期間  

 

契約で定める期間  

 

４．条件  

 

（１） 個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れること

のないよう細心の注意を払うこと  

（２） 個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録しておくこと  
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契約締結日         年     月     日 

 

事業者 

 所在地 埼玉県入間市東藤沢 1-6-14 

 法人名  合同会社 あっぷっぷ 

 代表社員 長 恵満子                印 

 

 事業所名  

 プラなーす訪問看護ステーション           印 

 

 説明者  

  氏  名                        印 

 

                     

 私は、事業者から重要な事項及び訪問看護サービス契約書、並びに個人情報使用同意書の説

明を受け、サービスの提供開始について同意しました。 

 

 

 

利用者   住所 

  

        電話 

  

        氏名                          印 

 

 （代理人） 住所  

  

        電話 

  

         氏名                          印 

   


